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Ⅰ．地域経済に貢献する金融を目指す取組

み 
 

2002 年 10 月から 2005 年 3 月末まで実施

された「金融再生プログラム」の後継プログ

ラムとして 2004 年 12 月 24 日に発表された

「金融改革プログラム」においては、具体的

施策として「活力ある金融システムの創造」

と「信頼される金融行政の確立」と並び、

「地域経済への貢献」が 3 つの柱の一つに位

置づけられた。「金融再生プログラム」にお

いては主要行の不良債権比率削減に最大の重

点が置かれてきたのに対し、今回は、地域金

融の位置づけがより高まったとも言える。 
もちろん、金融再生プログラムにおいて、

中小・地域金融機関が無視されていたわけで

はない。むしろ同プログラムにより、中小・

地域金融機関に関して、従来に無いユニーク

な取組みが打ち出されたのである。すなわち、

同プログラムは、中小・地域金融機関におい

ては、主要行に対する不良債権比率削減要請

とは異なる施策の検討が必要であるとし、こ

の検討を踏まえて 2003 年 3 月 28 日に、「リ

レーションシップバンキングの機能強化に関

するアクションプログラム」が導入され、実

施されてきたのである。 
この 2 年前にスタートしたアクションプロ

グラムの背景には、中小・地域金融機関のあ

り方は、地域経済のあり方と密接に関係して

おり、主要行に対して課したような一律の不

良債権比率削減を求めることは、地域経済の

悪化を通じ、かえって地域金融システム不安

の拡大にもつながりかねないこと、小規模事

業者の場合、生活と一体となった経営が行わ

れていることが多く、不良債権処理自体が困

難なケースが多いこと、また地域においては

事業再生に関する選択肢が狭く、担保処分が

地域経済に貢献する金融と 

新たなアクションプログラムについて 

淵田 康之 
 

要 約 
1. 2005 年 3 月 29 日、金融庁は「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクション

プログラム」を発表した。 
2. 従来のアクションプログラムに基づき、各種の施策が実施されてきたところである

が、過去 2 年、主要行においては不良債権比率の半減目標が実現するなど改革が進展

しているのに対し、中小・地域金融機関においては一部に経営改善の遅れも指摘され

ている。そこで今回、従来のアクションプログラムの実績等の評価を行い、新たなア

クションプログラムを策定することが必要とされたのである。 
3. 新アクションプログラムの特徴としては、選択と集中による推進、情報開示の推進、

目標の策定・開示による規律付け、事業再生と地域再生の重視、外部団体等との連

携・外部リソースの活用・協同組織中央機関の強化、利用者の利便性の強調と利用者

満足度調査の実施等があげられる。 
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困難であったり、ノウハウや人材が不十分で

あること、などから不適切であるという判断

がある。これらの点は、金融審議会第二部会

の下に設けられた「リレーションシップバン

キングのあり方に関するワーキンググルー

プ」が 2003 年 3 月 27 日発表した報告書で指

摘したところである。 
その後、アクションプログラムに沿い、各

金融機関が 2003 年 8 月末までに機能強化計

画を策定し、今日までこれを実施してきた他、

同プログラムに基づき、2004 年 5 月 31 日に

は、金融庁が「中小・地域金融機関向けの総

合的な監督指針」を発表している。これは、

中小・地域金融機関の監督事務に関し、その

基本的考え方、監督上の評価項目、事務処理

上の留意点について、従来の事務ガイドライ

ンの内容も受け、体系的に整理したものであ

る。特に、アクションプログラムを踏まえ、

地域貢献、中小企業金融の再生の促進が新た

に監督上の評価項目とされた他、ガバナンス

や内部監査に関するヒアリング等も充実する

こととなった。 
この他、やはりアクションプログラムに基

づき、四半期毎（2005 年 4 月より半期毎）

に地域金融円滑化会議（後述）、半期毎に産

業クラスターサポート金融会議（地域におけ

る中堅・中小企業、大学等の研究者、金融機

関等の交流提携の場を提供し、有望な研究開

発型企業と優良案件の発掘に資するもの）が

開催されてきた。また、担保・保証に過度に

依存しない新たな中小企業金融を検討すべく、

「新しい中小企業金融の法務に関する研究

会」が 2003 年 4 月 18 日に設置され、同年 7
月 16 日にその成果が発表されている。 
さて今回、「金融改革プログラム」におい

て、地域経済に貢献する金融の実現が 3 本柱

の一つに位置づけられるにあたっては、この

従来のアクションプログラムの実績等の評価

を行った上で、これを承継する新たなアクシ

ョンプログラムを策定することとされた。 

そこで、2005 年 2 月 7 日に、「リレーシ

ョンシップバンキングのあり方に関するワー

キンググループ」が再開され、6 回の会合と

2 回の地方懇談会を通じて集中的に議論が行

われた。同ワーキンググループの議論の整理

（座長メモ）は、2005 年 3 月 28 日に発表さ

れた。また、ワーキンググループの議論を踏

まえて策定された新アクションプログラムは、

3 月 29 日に発表された。同日、中小・地域

金融機関に対する政策に限定されない地域経

済への貢献策の実施計画を含む、金融改革プ

ログラムの工程表も発表された。 
今後、新アクションプログラムに基づき、

2006 年度までの「重点強化期間」内に、地

域密着型金融の機能強化を確実に図るため、

各地域金融機関においては、2005 年度 8 月

末までに、「地域密着型金融推進計画」を策

定・公表することが要請される。金融庁は、

銀行法第 24 条（協同組織金融機関について

は、同条を準用する規定）に基づき、各金融

機関に対し、策定した計画について報告を求

めるとともに、以後、半期毎に同計画の進捗

状況に係る報告を求め、そのフォローアップ

を行う。この進捗状況、金融機関の取り組み

実績については、金融庁がとりまとめて公表

することとなる。 
なお 2005 年 6 月を目途に、従来のアクシ

ョンプログラムに基づく各金融機関の取組み

の具体的実績や成功事例等についての総括的

な評価とその公表が行われる予定である。 
以下では、今回のワーキンググループの議

論と新アクションプログラムで示された今後

の中小・地域金融機関に対する施策を中心に

紹介すると共に、その他、関連する施策につ

いて触れることとする。 
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Ⅱ．新たなアクションプログラムの特徴 

 
ワーキンググループでは、従来のアクショ

ンプログラムの結果、中小・地域金融機関が、

地域において自らの果たすべき役割を再認識

し、取引先企業の実態把握や企業再建支援に

も前向きに取り組むようになっていることが

評価された。 
しかしその一方、取り組みが不十分と見ら

れる点についての指摘も相次ぎ、これらの指

摘を踏まえて、新アクションプログラムが提

示された（図表 1）。以下では、ワーキング

グループで示された議論を踏まえつつ、新ア

クションプログラムが従来のアクションプロ

グラムに比べてどういう点に特徴があるのか、

若干の私見も交えながら整理をしてみたい。 
 

１．選択と集中による推進 
従来のアクションプログラムに盛り込まれ

た各種の項目は、行政による一律の要望と受

け止められた面もあり、金融機関の策定した

計画が総花的となっているという指摘があっ

た。そこで、新アクションプログラムでは、

地域の特性や利用者ニーズ等を踏まえた「選

択と集中」の考えの下に推進していくことが

重要とされた。 
この考え方を反映し、アクションプログラ

ムも、金融機関に対しては「要請事項」と

「具体的取り組み事例」が分けて記述されて

いる。前者は基本的に取組むことが要請され

るが、後者は、こうした事例を参考とし、具

体的にどうするかは各金融機関の自主的判断

に委ねられるという姿をとっている。 
また、各地域金融機関が策定・公表を求め

られる「地域密着型金融推進計画」について

も、従来のアクションプログラムにおける

「機能強化計画」においては、詳細な項目ご

とに計画を記述するフォーマットになってい

たが、今回は、より大きな項目の下、各行が

自主的に重点的に取り組む分野を選択し、そ

れらの点にウェイトを置いた記述を可能な形

態とするなど、フォーマット上も工夫がなさ

れることが考えられよう。 
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図表 1 新アクションプログラムの概要（具体的な取り組み） 
 

＜１．事業再生・中小企業金融の円滑化＞ 

(１) 創業・新事業支援機能等の強化 
○ 融資審査態勢の強化等 
○ 産学官の更なる連携強化。「産業クラスターサポート金融会議」の効果的な活用 
○ 地域におけるベンチャー企業向け業務に係る外部機関等との連携強化等 
 

(２) 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
○ 中小企業に対するコンサルティング機能、情報提供機能の一層の強化 
○ 要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの強化及び実績の公表等 
 

(３) 事業再生に向けた積極的取組み 
○ 地域の中小企業を対象とした事業再生ファンドの組成・活用 
○ 適切な再建計画を伴うＤＥＳ（債務の株式化）、ＤＤＳ（債務の資本的劣後ローン化）等の積極的活用 
○ 中小企業再生支援協議会の一層の積極的活用 
○ 外部機関との連携等を通じた金融実務に係る専門的人材・ノウハウの活用 
○ 法的再生手続に至った企業に対する運転資金の供給（ＤＩＰファイナンス） 
○ 再生企業に対するシンジケートローンの活用等によるエグジット・ファイナンス（再生計画終了に当たっての融資）

の拡充 
○ 再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ノウハウ共有化の一層の推進 
○ 人材プールの設置 
 

(４) 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 

 ① 担保・保証に過度に依存しない融資の推進 
○ 企業の将来性や技術力を的確に評価するための取組みの強化 
○ 不動産担保・保証に過度に依存しない融資を促進するための手法の拡充（貸出後の業況把握の徹底、財務制

限条項等の活用等）   
② 中小企業の資金調達手法の多様化等 
○ 事業価値に着目した融資手法（知的財産権担保融資、ノンリコースローン等）への取組み 
○ ローン担保証券（ＣＬＯ）等の証券化等に関する積極的な取組み 
○ 協同組織中央機関における貸出債権の流動化等に向けた取組み 
 

(５) 顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 
○ 「説明責任ガイドライン」を踏まえた説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 
○ 「地域金融円滑化会議」の開催・活用 
 

(６) 人材の育成 
○ 「目利き」能力、経営支援能力の向上など、事業再生・中小企業金融の円滑化に向けた人材育成のための取組

み  

＜２．経営力の強化＞ 

(１) リスク管理態勢の充実 
○ バーゼルⅡの導入に備えたリスク管理の高度化等 
○ 適切な自己査定及び償却・引当の確保 
○ 市場リスク管理態勢の検証  

(２) 収益管理態勢の整備と収益力の向上 
○ 管理会計を活用した業績評価に基づく業務の再構築等  

(３) ガバナンスの強化 
○ 協同組織金融機関におけるガバナンスの向上 
○ 取締役会、監査役会等の機能発揮状況等の検証  

(４) 法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化 
○ 営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等 
○ 適切な顧客情報の管理・取扱いの確保  

(５) ＩＴの戦略的活用  
○ ビジネスモデル等の状況に応じたＩＴの戦略的活用  

(６) 協同組織中央機関の機能強化 
○ 資本増強制度の積極的活用、人的支援等 
○ 個別金融機関の余裕資金を運用して収益を還元する機能等の一層の活用への取組み  

(７) 検査、監督体制 
○ 多面的な評価に基づく総合的かつ重点的な検査・監督 
○ 「金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）」の周知徹底等 
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２．情報開示の推進 
地域の利用者の利便性を向上し、信任を確

保するためには、情報開示の充実及び利用者

にも分かりやすい情報の積極的な提供が重要

である。この情報提供は、借り手と預金者の

両方に対して充実していかなければならない。 
まず借り手に対しての情報提供であるが、

例えば、ワーキンググループの議論では、金

融機関が中小企業に融資の謝絶や取引条件の

厳格化を迫る場合、その理由についての十分

な説明が行われない事が多いという批判が中

小企業団体代表から提示された。また中小企

業の間で、金融庁の検査マニュアルに対する

批判がいまだに強いが、実は 2004 年 2 月に

出された金融検査マニュアル別冊（中小企業

融資編）の存在を知らずに批判しているケー

スが多く、この点は日頃から企業とリレーシ

ョンシップバンキングを行う金融機関として

も、企業に周知を図る姿勢が必要ではないか、

との意見もあった。 
一方、預金者に対する情報提供も、2005

年 4 月よりペイオフ全面解禁時代を迎えたた

め、一段と重要になる。預金者においては金

融機関の経営実態に対する関心が高まってい

るが、金融広報中央委員会の世論調査

（2004 年）によると、図表 2 に見られるよ

うに「経営内容を確認したいと思っても、確

認の方法がわからない」という回答が 3 割前

後、「経営に関する情報が十分ではないと思

っているので確認していない」という回答が

2 割前後を占めている。この点、各行は、近

年、ディスクロージャー誌を作成し、情報開

示の努力をしてきた所であるが、一般住民側

においては、理解が行き届いていなかったと

言わざるをえない。地方懇談会においては、

消費者団体の代表から、銀行でディスクロー

ジャー誌を入手したいと言ったら、別室に通

され、理由を問い質された、という発言もあ

った。当局や取引所に要請されて行う受身の

情報開示ではなく、IR に相当する CR（コミ

ュニティ・リレーション）とでも言うべき能

動的対応が必要ではないだろうか。 
もとよりリレーションシップバンキングと

は、金融機関が顧客との間で親密な関係を長

く維持することをベースとした金融である。

この長期的関係を通じて、金融機関は顧客に

関する定性情報を入手し、適切な金融サービ

スを提供することが期待されているが、その

一方で、金融機関自身も顧客に対して適切な

情報発信を行うという双方向のコミュニケー

ションが活発化することで、相互の信頼関係

が育まれ、借り手、貸し手双方の健全性の確

保が目指されることが望まれるのである。 
 

 
 
 

＜３．地域の利用者の利便性向上＞ 

(１) 地域貢献等に関する情報開示  
(２) 中小企業金融の実態に関するデータ整備  
(３) 地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立  
(４) 地域再生推進のための各種施策との連携等   
(５) 利用者等の評価に関するアンケート調査 

 
(出所)金融庁 
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３．目標の策定・開示による規律付け 
上記の情報開示においては、自主的に、数

値的な目標を含む分かりやすい客観的かつ具

体的な目標を策定・開示することを通じて、

利用者の評価を受けることが提唱されている。

各金融機関が自らどうあるべきと考えている

かを、地域利用者等に示し、この目標達成に

コミットすることで、地域利用者等による規

律付けが働くことが期待されているのである。 
 ワーキンググループのメンバーからは、従

来のアクションプログラムの下では、金融機

関の取り組み姿勢・実績にばらつきが見られ、

地域密着型金融の推進について対応の遅れて

いる金融機関もあるという指摘があった。そ

こで、こうした対応の遅れに対して何らかの

規律付けが必要と認識されたのである。ただ

この場合、主要行に対して当局が課したよう

に不良債権比率の縮減など財務に関する一律

の数値目標を設定することは、(イ)地域の多

様性に対応した個性ある取り組みを困難にす

る、（ロ）金融機関が自主的な経営判断によ

って独自のビジネスモデルを展開することを

困難にする、（ハ）中小企業の円滑な資金調

達に影響を及ぼしかねない、という理由によ

り適当ではない、とされた。 
 もとより 2 年半前の金融再生プログラムに

おけるリレーションシップバンキングという

発想そのものが、主要行と同様の不良債権比

率の削減を求めることは不適切であるという

ところから出発しており、また、2 年前のワ

ーキンググループ報告書で示された地域金融

機関の特性や中小・地域企業における事業再

生の困難さといった事情が、抜本的に変化し

ているわけではない以上、一部に地域金融機

関に対しても主要行並みの不良債権処理要求

をすべきとの議論があったにも係わらず、今

回、上記のような判断が示されたことは妥当

と言えよう。 
以上、金融機関への規律という観点を強調

したが、言うまでもなく目標の開示の結果、

単に規律が働くというだけではなく、適切な

目標設定を行い、これを達成していく金融機

関が高くユーザーから評価されるというメカ

図表 2 経営内容への理解 

8.4

8.6

5.7

32.7

32.9

29.0

22.1

22.5

15.8

34.7

33.9

47.0

2.5

2.1

2.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

二人以上の世帯

単身世帯

経営内容を確認したことがある

経営内容を確認したいと思っても、確認の方法がわからないので、確認していない

経営内容を確認したいと思っても、経営に関する情報が十分ではないと思っているので、確認していない

経営内容を確認しようとは思わない

無回答

（出所）金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」（平成 16 年） 
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ニズムが働くという意味で、より良い中小・

地域金融の実現に向けたインセンティブ付け

にもなろう。このインセンティブ付けという

ことでは、今後、金融庁や財務局が特徴ある

成果を上げた金融機関のベストプラクティス

をシンポジウム等を通じて広く紹介していく

ことが予定されており、レピュテーション向

上を目指して、各金融機関が意欲的な計画設

定と目標達成に向けた努力を展開していくこ

とが期待される。将来的には後述する評定制

度における評定と関係付けられ、良好な対応

を行う銀行においては、検査間隔が長くなる、

といった形のインセンティブ付与も考えられ

るかもしれない。 
なお、有価証券報告書など法律で開示を要

請されている開示項目とは異なる情報、特に

財務情報だけではなく非財務情報も含めた開

示を、行政上求められることへの違和感を抱

く金融機関経営者も少なくないかもしれない。

しかし情報開示の理想の姿は、1994 年のジ

ェンキンズ報告にも示されたように、経営者

が意思決定上参考にする情報を、投資家も共

有でき、投資意思決定する場合に参考にでき

てしかるべきということであろう。この場合、

特に一定期間後に経営の結果として確定する

財務データよりも、経営判断に利用される各

種の先行指標的な事項の開示も重要とされる。

例えば後述する顧客満足度の開示が一例とし

て指摘されている。また、バランススコアカ

ードの各種の業績評価尺度を開示していく事

を提唱する向きもある。 
 中小・地域金融機関が情報を開示すべき相

手は、投資家もさることながら預金者を含む

地域ユーザー一般であろう。彼らに法定開示

以外の情報を積極的に開示していくことは、

本来、自主的に行われてしかるべきであるが、

必要とされる以上に情報を出すことはライバ

ルとの競争上不利といった理由で、実態とし

進まない傾向があるため、行政がこれを促進

していくことは、地域ユーザーの利便性・保

護に資することとなろう。 
 
４．事業再生と地域再生 
 従来のリレーションシップバンキングにお

いても、事業再生への取り組みの重要性が強

調されていたが、これまでのところ金融機関

の取り組みは、債権放棄等の財務リストラに

留まり、事業を真に再生させるところまで踏

み込んでいないという指摘がなされた。 
また、地域においては個別企業の再生とい

う発想では不十分であり、町づくりという発

想を伴う必要があるとの指摘もあった。これ

に関連し、産業再生機構が一部の地域企業の

再生にあたり、地元自治体や関連団体等に働

きかけ、町づくり的発想の下に再生事業を遂

行して成果を上げた例も紹介された。 
 産業再生機構は 2005 年 3 月で債権の買取

りを終え、その存続期間も残り 3 年程度とな

っている。再生機構の上記のような成功事例

を参考に、今後、地域金融機関が地方公共団

体や商工団体等と一体となり、町づくりの発

想を下に、地域の事業再生に取り組んでいく

ことが期待されている。 
 また事業再生への取組みが、金融機関にと

って過度なリスク負担につながらないために

も、中小企業向け再生ファンドの活用が提唱

されている。ここでも自治体等の関与が重要

となっていくことが考えられる。 
 
５．外部団体等との連携、外部リソースの活

用、協同組織中央機関の強化 
 リレーションシップバンキングの展開に関

して、従来以上に外部団体等との連携や外部

リソースの活用が強調されている。すなわち

創業支援における産学官の連携、政府系金融

機関等との連携、事業再生における地方公共

団体や商工団体等との連携や外部人材の活用、

「目利き」能力の強化における商工団体等の

活用や研修・人材交流、取引先企業への経営

支援強化のための他業態の人材の活用、そし
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て地域と一体となった地域活性化の積極的な

推進のための地方公共団体や商工団体等との

連携等が提示されている。 
 この他、協同組織金融機関においては、貸

出債権の流動化や経営基盤強化等のため、中

央機関の役割に言及されている点も、注目さ

れる。 
 
６．利用者の利便性と満足度調査 
 2004 年 12 月に発表された金融改革プログ

ラムにおいては、利用者ニーズの重視と利用

者保護ルールの徹底が強調されている。三本

柱の一つである「地域経済への貢献」の部分

でも、①事業再生や中小企業金融の円滑化、

②経営力の強化、に加えて、③地域の利用者

の利便性向上が掲げられている。新アクショ

ンプログラムもこの三大項目に沿って細目を

提示するという形式になっているが、従来の

アクションプログラムが、①中小企業金融の

再生に向けた取り組みと、②健全性確保、収

益性向上等に向けた取り組みの二大項目だっ

たことに比べると、やはり「利用者の利便性

向上」が独立した項目として位置づけられた

ことが特徴的である。 
 もちろん、従来のアクションプログラムに

おいても、①中小企業金融の再生に向けた取

組みの中の一項目として、「顧客への説明態

勢の整備、相談・苦情処理機能の強化」が掲

げられ、この一環として、貸し渋り・貸し剥

がしホットラインにより金融当局に寄せられ

た情報や、各金融機関等に寄せられた苦情・

相談等に関し意見交換を行うため、都道府県

毎に金融当局、中小・地域金融機関及び関係

業界団体から構成される「地域金融円滑化会

議」を新たに設置し、2003 年度から四半期

毎に開催されてきたところである。また、②

の「健全性確保、収益性向上等に向けた取り

組み」の中の一項目として、「地域貢献に関

する情報開示等」が掲げられ、この一環とし

て、中小・地域金融機関に対する利用者等の

評価に関するアンケート調査が 2003 年度か

ら実施されている。この結果は公表され金融

機関全体の利用者利便の向上を促すとともに、

同時に行政においても活用することとされて

いる。 
なお、与信取引に関する顧客への説明態勢

及び相談苦情処理機能や地域貢献は、20034
年 5 月 31 日発表された、中小・地域金融機

関向けの総合的な監督指針においても、新た

に監督上の評価項目として位置づけられてい

る。 
 今回は、明確に利用者利便性の向上を独立

させ、強調しているわけであるが、これは前

述の通り、中小・地域金融機関に限定された

ことではなく、金融改革プログラムの精神の

反映といえる。実際、金融改革プログラムで

は、「利用者の満足度を重視した金融機関経

営の確立」や「金融機関の社会的責任

（CSR）に対応した取り組みの促進」も掲げ

られている。 
前記の通り、数値目標を含む自主的な目標

の設定とその開示は、地域金融機関の経営の

規律付けにつながることが期待されているが、

同時に、地域の利用者の利便性を向上し信任

を確保することにもつながるとされている。

またこうした情報開示が、地域金融機関の財

務内容や地域貢献の状況等についての、第三

者による客観的な評価にも役立つとされてい

る。 
 第三者による評価は、特に、地域貢献の分

野において、NPO 等の第三者機関が評価し

ていくことが望ましいという記述があるが、

この点は 2003 年 3 月に提示された前回のワ

ーキング報告書にも盛り込まれていたところ

である。ただ、その後 2 年経過した今日にお

いて、こうした第三者機関による評価が有効

に実施されている形跡は無い。従って、当面

は、金融庁が利用者の代理人として、地域金

融機関が提示する目標の妥当性の評価や実施

状況のモニタリングの役割を果たしていくの
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が現実的と言えよう。 
 また金融改革プログラムで掲げられた「利

用者の満足度を重視した金融機関経営の確

立」の一環として、同プログラムの工程表に

おいて、「利用者満足度アンケート調査等の

実施、アンケート結果及びそれを受けて経営

改善を行った項目等の公表を金融機関に要

請」し、「金融機関の公表内容を金融庁で取

りまとめ、その結果を公表」していくことと

された。これは、2005 年 8 月を目途にまず

予定され、2006 年についても 2006 年 6 月を

目途に予定されている。中小・地域金融機関

については、「地域の特性等を踏まえた利用

者満足度アンケート調査等の実施及びその結

果の経営方針への反映」が、新アクションプ

ログラムにおいて要請されている。 
 
Ⅲ．中小・地域金融機関である以前に金融

機関として求められる事項 
 
 以上、2005 年 4 月からスタートした新た

なリレーションシップバンキング（地域密着

型金融）の機能強化のための枠組みについて

説明したが、中小・地域金融機関は同時に、

金融改革プログラムでも示されている金融機

関全般に対する共通の要請にも対応しなけれ

ばならないことは言うまでもない。 
金融行政が、預金者保護を一つの大きな目

的とする以上、銀行の大小や営業圏によって

その内容が実質的に変化することはない。米

国でも巨大で複雑な銀行については、中小銀

行に綿密な監督・検査が実施されているが、

それはリスクの大きさに対応したものであり、

単にメガバンクだからということで機械的に

異なる扱いを受けているわけではない。中小

銀行でも、例えばリスクの高いサブプライ

ム・ローンを専門とする銀行に対し、ケース

バイケースで通常より厳格な監督・検査の枠

組みが適用されるようなこともある。こうし

た、金融機関間で形式的には異なるものの、

一貫した考え方に基づく実質的に共通な金融

行政運営をダブルスタンダードなどと批判す

る者もいない。 
わが国においても、不良債権処理へのアプ

ローチ等一部の事項について、先述したよう

な理由から主要行と中小・地域金融機関の間

で差異が設けられているが、それ以外の点に

おいては、原則として区別はない。以下にあ

げた事項は、アクションプログラムに盛り込

まれているものも多いが、基本的に上記のよ

うに中小・地域金融機関である以前に、まず

は金融機関一般に対する要請として金融改革

プログラム等でも要請されていることである。 
 
１．バーゼルⅡへの対応と自己資本比率関連

の施策、金利リスク対応 
 新たなアクションプログラムが推進される

向こう 2 年は、2007 年 3 月末に導入される

バーゼルⅡへの対応を本格化させる期間でも

ある。各金融機関においては、自己資本比率

の算出方法の精緻化、リスク管理の高度化、

情報開示の拡充に係る適切な態勢整備に積極

的に取り組むことが求められる。 
 また、当局も 2005 年 4 月 1 日付けでバー

ゼルⅡ推進室を設置し、本年中に自己資本比

率告示を改正、2006 年 3 月を目途に監督指

針･解釈集を改正する予定である。これらを

踏まえ、検査マニュアルも改正される。また

この間、内部格付手法等のフィールド・テス

トの実施、2006 年 3 月決算期以降について

は、内部格付手法等の予備計算が実施される。

統合的なリスク管理を行っている金融機関に

ついては、その管理態勢が重点的に検証され

る。 
 中小・地域金融機関の多くは、いわゆる国

内基準行ということで、自己資本比率が 4%
以上であれば、早期是正措置の対象にならな

い。しかし先進国でこのように低い自己資本

比率を許容しているケースは無く、将来的に

考えると主要行同様、8%以上の自己資本比
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率が求められていってもおかしくない。なお、

工程表では、国内基準行であっても、自己資

本比率 8%以上であることを前提に、内部格

付け手法の選択を可能とする方向で検討中で

ある、とされている。これが実現すれば、中

小・地域金融機関にとって 8%以上の自己資

本比率維持を目指すインセンティブとなろう。  
また、規制上の自己資本比率に関する規程

だけではなく、バーゼルⅡでは、第二、第三

の柱があり、これらに準拠した対応は当然、

中小・地域金融機関においても要請される。 
 第二の柱においては、自己資本比率の算定

には含まれないものの、リスク管理という観

点から、銀行勘定における金利リスクへの対

応が要請される。今後、歴史的な低金利状況

が変化していくことも考えられ、この点は一

層注目していく必要がある。当局も、これに

関連して、早期警戒制度の見直しを予定して

いる。 
バーゼルⅡ以外に自己資本比率規制に関連

する事項として、繰延税金資産の自己資本へ

の算入適正化ルールの検討がある。同資産に

より自己資本が事実上水増しされているので

はないか、という問題は、2002 年の金融再

生プログラムの立案時より大きな焦点となり、

その後、金融審自己資本比率ワーキングにお

いて時間をかけて議論がされてきた。2004
年 6 月 22 日にとりまとめられた同ワーキン

グの報告書によれば、最終的に「金融システ

ムへの影響、マクロ経済政策との整合性、不

良債権処理目標との整合性、及び税制との関

係に留意しつつ、自己資本比率規制における

繰延税金資産の算入の適正化を行うことが適

当との意見が大勢を占めた。」今般の金融改

革プログラムにおいては、これを受けて、

2005 年度上期を目途に、規制内容・実施時

期等を盛り込んだ自己資本比率告示の改正が

行われる予定である。 
 
 

２．評定制度と金融検査・監督のあり方 
米国では、1979 年より、FRB、OCC、各

州当局等の複数の当局による統一的な銀行格

付制度が採用されており、一般に CAMELS 
として知られている。 CAMELS とは、

Capital Adequacy（自己資本の適切性）、

Asset Quality（資産の質）、Management（経

営管理）、Earnings（収益性）、Liquidity
（流動性）、Sensitivity to Market Risk（市場

リスク感応度）の頭文字を採ったものである。

わが国の金融検査マニュアルにおいても、ほ

ぼこれらの項目はカバーされているが、米国

の場合、これらの各評価項目について５段階

の評価を行うとともに、それらを踏まえて同

じく 5 段階の総合評価を行っている(１が最

高、5 が最低、一般に 3 以上は問題行という

位置付け)。評定結果は被検査金融機関に通

知される（一般に公表されるものではない）。

評定は検査のアウトプットであり、通知書に

は評定結果の下に各リスクカテゴリーごとの

問題点が記述される。総合評定が 3 以上だと、 
(１) 検査周期が短くなる。(２) 監督上の措置

の要否が検討される。(３) 追加の検査料金が

聴衆される、といった行政対応がとられる。 
 わが国おいても検査の効率化、検査と監督

の連携の促進、金融機関に対する経営改善に

向けての動機付け、透明性の向上といった効

果が期待されるのではないかという観点から、

同種の制度を導入すべきかどうかについて、

2005 年 1 月より金融庁で評定制度研究会が

開催され、検討が進んでいるところである。

評定制度が導入されれば、中小・地域金融機

関の経営においても様々な対応が必要となろ

う。 
この他、一般論ではあるが、主要行にウェ

イトが置かれがちであった金融行政が、主要

行における不良債権問題が一段落したことを

受けて、今後は、地域金融機関に対しても応

分の対応を迫る形になっていくことが指摘で

きよう。例えば、主要行と中小・地域金融機
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関に対する検査・監督が同じとされていた部

分についても、従来は、主要行における不良

債権処理目標達成が最優先の課題とされた結

果、実態的には、きめ細かな対応が中小・地

域金融機関に及んでいなかった部分もあるか

もしれない。今後は、金融当局において、そ

うした点への対応を本来の姿にレベルアップ

する余力が生まれてくることが予想されるの

である。 
 
３．財務報告に関する内部統制の強化、ガバ

ナンス・内部監査の充実 
 米国においては、エンロン事件以降、財務

報告に関する内部統制の強化、企業のガバナ

ンスや内部監査に関連する規制が大きく強化

されたが、わが国においても、2004 年、上

場企業の有価証券報告書の虚偽記載問題が生

じたことを契機に、内部統制、ガバナンス、

内部監査等の改善や財務報告の正確性向上に

向けた動きに拍車がかかっている。 
 とりわけ免許業種である金融機関において

は、一般企業以上に厳格な規律が既に要請さ

れてきた所であるが、上記のような企業全般

を対象とした制度整備の動きに加え、今後、

バーゼルⅡの第三の柱である市場規律の活用

においても、財務諸表の正確性が大前提とな

ることから、さらなる改善が要求されている。 
金融改革プログラムにおいては、2005 年

12 月を目途に、金融機関のガバナンスの実

効性確保のための監督上の対応について検討

を行い、これを基に事務ガイドライン等の改

正等を実施することとされている。また

2006 年 3 月を目途に、有価証券報告書等の

記載内容の適正性に関し、代表取締役等の適

切な関与が金融機関に要請される他、市場規

律が発揮されるよう金融機関の情報開示の充

実を図るため、銀行法施行規則等が改正され、

開示項目が追加される予定である（2006 年 9
月期決算に係る開示より全面適用）。 
 中小・地域金融機関においては、非上場の

所も多く、また協同組織金融機関の場合は、

そもそもガバナンス構造が株式会社とは異な

っている。このため、財務報告やガバナンス

等に関する要請は、自ずと主要行に対するそ

れとは異なってくるが、新アクションプログ

ラムでは、各種の点について、従来の枠組み

よりも厳格な取組みが要請されている。 
 例えば、上記の、経営者による財務内容の

適正性についての確認は、既に主要行につい

ては、2003 年 3 月までに要請され、地域銀

行については、2005 年 3 月までに実行する

ことが奨励されてきたものを、残りの金融機

関に対しても 2006 年 3 月までに要請してい

くということである。 
 また、協同組織金融機関のガバナンスにつ

いては、前回のアクションプログラムを受け

て半期開示が導入されたものの、内容が不十

分な点も多いため、この充実が要請されてい

る。さらに総代会に一般の会員・組合員の意

見を反映させる仕組み等、総代会の機能強化

に向けた取組みの検討・実施が要請されてい

る。 
 
Ⅳ．残された課題と今後の展望 
 
 金融行政が、単に金融機関の健全性に対す

る検査や監督を行うにとどまらず、リレーシ

ョンシップバンキングという、いわば経営の

あり方までに踏み込んだ施策を打ち出すとい

うのは、過剰介入との見方もあろう。ただ、

今のわが国の金融機関の置かれた状況は、企

業や地域と銀行の間の不透明なもたれあいや、

土地担保や人的保証に過度に依存したビジネ

スが転換を迫られる、いわば戦後金融体制の

終焉の時期を迎えているのであり、この構造

転換のあるべき方向を示し、円滑な変化を促

進していくことは、行政の役割として、正当

化されてしかるべきであろう。 
 例えば、過去 2 年のリレーションシップバ

ンキングに関するアクションプログラムがな
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ければ、果たしてどの程度、個々の中小・地

域金融機関の自律的な取組みとして事業再生

の努力が払われたかどうか。確かに再生に成

功した事例がまだ不十分であるといった批判

はあるかもしれないが、通常海外の有力な企

業再生ファンドでも 2 年程度で実績をあげる

のは困難であり、やはり中長期的な取組みが

必要と言える。その意味からも、今回、従来

のアクションプログラムに対する評価を踏ま

えて、その後継プログラムが打ち出されたこ

とは適切であったと言えよう。 
 ただし言うまでもないことであるが、アク

ションプログラムの項目を漫然とこなしてい

れば中小・地域金融機関の経営力が強化され、

地域経済が再生し、中小企業金融が円滑にな

るというわけではない、アクションプログラ

ムへの取組み姿勢や、アクションプログラム

に直接言及されていない部分も含めてどうい

う点が重要かといったことについても、理解

を深める必要があろう。これらの点について、

以下、私見を述べる。 
 
１．生き残り戦略としてのリレーションシッ

プバンキング 
 米銀の 90 年代以降の動きを見ると、大手

行はスコアリングモデルや証券化など、規模

の経済が発揮される分野での強みを生かし、

住宅ローン、消費者ローン、中小企業向け融

資を含むカードローンを拡大させていった。

かつて貯蓄・貸付組合が住宅ローンの最大の

供給者であったことに象徴的なように、地域

住民や企業の小口の資金調達ニーズへの対応

こそ、中小・地域金融機関のコアビジネスと

考えられてきたが、この常識がひっくり返っ

たわけである。そこで、中小・地域金融機関

の融資先として重要になったのは、定型ロー

ンではなく手間暇をかけた個別対応が必要な

中小企業向けローン、まさにリレーションシ

ップバンキングそのものであった。 
 わが国においても、住宅金融公庫の

RMBS が急増するなど証券化市場の拡大が本

格化する兆しがある。またスコアリングモデ

ルの導入も進みつつある。さらに、主要行に

おいては全国レベルで中小企業向け融資を強

化する方向にある。すなわち、米国同様、個

人・中小企業分野における主要行のシェアが

高まっていくことが想定されるのであり、中

小・地域金融機関は、リレーションシップバ

ンキングへの取組みを行政が要請するから受

動的に実施するという姿勢ではなく、自らの

生残りをかけて能動的に取組んで行くことが

不可欠なのである。 
 
２．銀行業以外の本業の確立 
 米国の場合は、規模の経済を生かした主要

行の攻勢に対して、中小・地域金融機関はリ

レーションを生かした融資の拡大で対抗した

わけであるが、わが国の場合は、後者だけで

は不十分である。というのも企業の資金需要

が低迷し、企業部門全体で資金余剰という状

態がまだしばらく続くと見られるからである。

その一方で、現状では依然として個人の預金

選好は強いため、銀行に資金は集中し、結果、

融資先を巡る熾烈な競争が続いている。こう

した状況下で、貸出条件の適正化は困難を極

めている。 
 このような構造的問題を抱える中で、わが

国の多くの銀行は、預金・貸出業務に依存す

るだけで生き残ることは困難となりつつある。

銀行というよりも金融サービス業者として、

他のビジネスも新たな本業として位置づけて

いく必要があるのである。それらの新たなビ

ジネスとは、中小・地域金融機関の場合、第

一に事業再生、M&A アドバイス、ベンチャ

ー育成等の地域投資銀行ビジネス、第二に有

価証券等の運用収益を追求する資産運用ビジ

ネス、第三に証券や保険等を販売する金融商

品販売ビジネスである。 
 そして、これらの新たなビジネスの追求は、

リレーションシップバンキングの考え方とも
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通じるものがある点も指摘しておく必要があ

ろう。まず、事業再生等への取組みは、新ア

クションプログラムにおいて改めて強調され

ている所である。銀行融資依存度の高いわが

国中小企業において、銀行が事業再生におい

て決定的な役割を果たす状況は続こう。また

地域金融機関にとっては、その経営が拠って

立つ所の地域経済の再生への関与も期待され

る。こうした取組みをコミットメントコスト

としてではなく、ビジネスとして展開してい

くことこそ、リレーションシップバンキング

で要請されていることである。 
 資産運用ビジネスの強化もリレーションシ

ップバンキングと関連する。上記のように、

米国では、中小・地域金融機関は、大手が参

入しにくい分野に融資先をシフトさせていっ

たが、同時に証券運用が重要な位置を占めて

きた。特に、証券化市場が拡大した結果、中

小・地域金融機関は、住宅ローンやカードロ

ーン等で大手行に融資を奪われる一方、住宅

ローン証券化商品やアセットバック証券への

投資を拡大させたのである。 
 わが国においても、すでに融資難から預証

率が上昇する金融機関が増えているが、むし

ろ資産運用を本業の一つとして位置づけ、今

後、拡大が予想される証券化商品の運用能力

を高めたり、金利リスクへの対応を高度化さ

せていくことが不可欠であろう。 
 新アクションプログラムでは、従来のアク

ションプログラムに引続き、収益管理態勢の

整備と収益力の向上が一項目として掲げられ

ている。この中で、「管理会計の整備および

これを活用した業績評価の結果に基づく業務

の再構築」が、具体的取組み事例として指摘

されている。管理会計の整備は、2 年前のワ

ーキンググループにおいても、その必要性が

指摘されていたにも関わらず、今回のワーキ

ンググループでもまだ不十分との厳しい意見

が聞かれた。特に、資産運用部門は、一人当

たり収益からすると預金・貸出部門を上回っ

ているにも関わらず、管理会計が未整備なこ

ともあり、また預貸が本業との意識から抜け

きれないこともあり、十分なリソース配分が

行われていないという指摘も前回同様聞かれ

たのである。従って、アクションプログラム

に真摯に取組む上でも、資産運用ビジネスの

強化を課題としていくことは有意義といえよ

う。 
 一方、金融商品販売ビジネスの強化という

点については、収益力の向上に寄与する可能

性があるという点を除けば、リレーションシ

ップバンキングと無関係のように見えるかも

しれない。しかし、地域企業向けの融資や地

域再生・事業再生など、リレーションシップ

バンキングを展開する上では、地域密着の資

金仲介機関として、地域住民、地域企業の資

金の預け先としても機能していることが大前

提となろう。 
 この場合、従来は、預金サービスの提供だ

けで良かったが、ペイオフ解禁、あるいはメ

ガバンクや銀行代理仲介業者、郵政民営化後

の窓口ネットワーク会社等を含む他のリテー

ル金融商品販売拠点との競争の活発化といっ

た環境変化の下で、地域の資産運用アドバイ

ス拠点とでも言うべき存在を目指さなければ、

既存の預金顧客の引止めも困難となる恐れが

ある。 
 地域ユーザー向け資産運用アドバイスにお

けるリレーション深耕を伴って、地域企業向

けのリレーションシップバンキングもその本

来の力を発揮すると言えよう。幸い、図表 3
に見られるように、個人は店舗網が全国的に

展開されているかどうかよりも、近所に店舗

や ATM があるかどうかを、取引先金融機関

の選択理由の第一にあげている。地域に高密

度展開し、資産運用アドバイスと資金調達の

両方のニーズへの対応に強みを持つ地域金融

機関は、顧客からも評価されていこう。 
 以上、銀行業以外の本業の確立について述

べたが、全てに取り組む必要はないし、また
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全てを自前で立ち上げる必要もない。ここで

も選択と集中が重要であるが、既存の自前の

リソースの範囲内で選択と集中を図っても縮

小均衡に陥る恐れがある。外部リソースの活

用も視野に入れながら、地域ユーザー満足度

をいかに高めるかという発想が求められよう。 
 
３．リレーションシップバンキングを超えた

中小・地域金融機関の抜本的改革 
 新旧のアクションプログラムは、あくまで

既存の個々の中小・地域金融機関が、その業

務のあり方を変化させることで地域経済・地

域企業の再生を促進し、結果として中小・地

域金融機関の健全性の回復を図ることが目指

されている。 
 しかしながら、各種の外的要因、及び構造

的要因を背景に、地域経済の疲弊が、一中

小・地域金融機関の多少の努力では抗しがた

いレベルに達しているケースも少なからずあ

ろう。こうしたケースは、もはや金融行政の

問題というよりも地方行政の問題であり、重

点強化期間において「国から地方へ」の掛け

声が、どの程度、具体的な成果につながるか

が問われていくのである。 
 いずれにしても、現実として生じている地

域経済格差の拡大、一部地域の疲弊といった

事態に対しては、中小・地域金融機関にとっ

て、リレーションシップバンキングの施策を

黙々と遂行するというよりも、地域を越えた

合併・統合といった抜本的な戦略展開を遂行

することで対応するということも重要な選択

肢となることは言うまでもない。 
 また地銀、第二地銀、信金、信組、労金と

いった区分を見直すなど、中小・地域金融制

度の枠組自体の抜本的な再検討も考えられる。

この場合、協同組織金融機関については、中

央機関をアクションプログラムで言及されて

いる以上に、大幅に強化していくことも意味

があるかもしれない。 
 また、中小・地域金融機関からは、政府系

金融機関との競合に関する批判が引き続き強

く聞かれる。他方、地方懇談会では、国民金

融公庫など一部政府系金融機関の役割を高く

評価する中小企業の声が多数聞かれた他、金

図表 3 取引先金融機関の選択理由 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

各種手数料が他の金融機関より割安だから

営業時間が長かったり、土日に営業したりしているから

店舗網が全国的に展開されているから

経営が健全で信用できるから

近所に店舗やATM（現金自動預け払い機）があるから

（％）

全体

２人以上の世帯

単身世帯

（出所）金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」（平成 16 年） 
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融機関側からも再生事業等で政府系金融機関

と連携しているケースが報告された。 
本年、政府系金融機関のあり方に関する議

論が再開された所であるが、民業圧迫の状況

が正されると同時に、本来の公的役割が適切

に発揮されるような改革が実現するかどうか

が、中小・地域金融機関の将来にも大きな影

響を及ぼそう。 


